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平成 28 年９月１０日に、第３回まちづくりルール

（地区計画）の勉強会を開催しました。第２回の勉強

会で、道路の計画を提示してほしいとのご意見をいた

だきましたので、勉強会の前半は地区計画の内容、後

半は道路の内容で、それぞれ説明をおこない、質疑応

答や意見交換をしました。 

地区計画については、現時点の方針をお示しして、今

後の説明会やアンケート調査をふまえて決定していく

ことをご説明しました。 

道路については、一銀通りと病院通りにおける、現況

と整備の方針（案）についてお示ししました。 
 
今後も地元の皆様からご意見等をいただきながら、よ

り良い計画づくりに努めてまいります。 

今後の全体説明会の開催については、改めてご案内さ

せていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

勉強会だよりは、当日配布資料と内容が異なります。

ご質問等ございましたら、お手数ですが、都市計画課

（連絡先：098-951-3246）までご連絡ください。 

  

             
（勉強会の目的） 

・地区計画制度の理解を深める 

・地区の目標や方針を確認する 

・地区計画の具体的な内容を話し合う 
   

（第３回勉強会の内容） 

＜第１部＞ 

地区計画について 

１ 地区計画の内容確認と今後の方針 
 

＜第２部＞ 

まちづくり計画に関連する施設整備の 

方針について 

１ 一銀通りの現状と今後の整備方針について 

２ 久茂地 9 号（病院通り）の現状と今後の 

整備方針について 

▼今ここ 

●１回目勉強会 

（主な意見）・地区計画の区域や、風俗

営業の制限については、

特に反対意見はありませ

んでした。 

・用途地域変更の要望があ

りました。 

●２回目勉強会 

（主な意見）・用途地域の変更については

賛成意見が多かったです。 

・地区計画の内容については

特に反対意見はありません

でした。 

・道路整備については、用地

買収のスケジュール等につ

いての質問がありました。 

●3 回目勉強会 

４ページに意見交換の内容を記載 

 

●まちづくり協議会準備会でも 

意見交換を行なっています。 
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【地区計画について】 
建築物の用途の制限 A 地区：現在商業地域 

 
B 地区：現在商業地域で 

文教地区内 
 
C 地区：現在第一種住居 

地域で今後道路 

拡幅に伴い商業 

地域に変更する 

予定の地域 
 
D 地区：現在第一種住居 

地域 

 

用途制限の区域図について 

接待をするお店 
 
 
 
 
 
射幸心をそそる 
    お店 
 
 
 
 
 
 

性風俗関係 
 

 
 

 
 

臭気に配慮→ 
 
騒音に配慮→ 

 
交通に配慮 
 
 

活性化に配慮 
 

交通に配慮→ 
 
 
騒音や安全 
に配慮 

上記地区毎に 

建築物の用途を 

下記のとおり 

制限する予定です。  

※文言等調整中です。 
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良好な歩行空間の形成や地域の幹線道路として交通の円滑化を図るため、一銀線の現況調査を実施し、

国際通りから久茂地橋までの区間について、交差点の改良及び歩道の拡幅について検討しています。              
（ 現 況 ） 

・朝、夕のピーク時に混雑が発生。 

・久茂地橋交差点では美栄橋向け右折車の滞留スペースが 

不足し、松山交差点向けの直進が阻害され混雑が発生。 

・松尾交差点で国際通りの混雑により混雑が発生。 

・歩道の幅員の大半が 2.5ｍ以下。         
（改良方針） 

交通量調査など現地調査を行い、道路の構造の基準を 

定める『道路構造令』に基づいて計画します。 
 

① 車線数の検討 

交通量調査により、2 車線で対応可能。 
 
② 歩道幅員の検討 

交通量調査の結果、現在の一銀線の歩行者交通量は 1,113 人/12h であり、「歩行者交通量が多い

道路」と判断でき、道路構造令により、歩道幅員は 3.5ｍ以上必要となります。 

新文化芸術発信拠点施設の整備を契機に、良好な歩行空間の形成を図ります。 

歩道幅員 3.5ｍ + 植栽桝 1.0ｍ ＝ 歩道の幅員の合計 ＝ 4.5ｍ を確保したいと考えます。 
 
●交差点部については、右折車線の適切な滞留長を確保する改良を行います。 

●交差点の改良や信号のタイミング等については警察と調整を行います。  

【地区計画について】壁面の位置の制限 

国際通り 
（松尾交差点） 

 

【まちづくり計画に関連する施設整備の方針（案）について】 
一銀線の現状と今後の整備方針（案）について 

道路境界線(歩道と敷地の境)から 

建物の１階部分を後退させる提案について 
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久茂地９号（病院通り）の良好な歩行空間を確保する整備について検討しています。           
（ 現 状 ）・歩道幅員が狭く、側溝が老朽化している。 

      ・植樹帯が歩行空間を圧迫している。         
（改良方針）・拡幅はせず、現道路幅員内で構成を変更し歩

道を広くする。（パーキングメーター廃止等）  

      ・植樹帯から植樹桝に変更することで良好な歩

行空間を確保する。 

      

 

【まちづくり計画に関連する施設整備の方針（案）について】 
久茂地９号（病院通り）の現状と今後の整備方針（案）について 


